
大府市スポーツ協会傷害見舞金規程 

 

  第１章  総  則 

第１条 この規程は大府市スポーツ協会（以下「当協会」という）の傷害見舞金に関

することを定める。 

第２条 この規程にかかる事務は当協会事務局がこれにあたる。 

 

第２章  目  的 

第３条 この規程は大府市当協会の管理下における、会員の負傷、疾病、発病、死亡

に関して必要な見舞金を支払い、もって当協会活動の円滑な実施に資する。 

 

 第３章  申  込 

第４条 （１）競技団体を単位として、当協会に大府市スポーツ協会傷害見舞 

       金加入申込書（様式１）によって申し込む。 

（２）当協会が申込書を受理した日より該当年度末まで本規定が適用される。 

（３）年度途中の加入会員についても、同条第 1 項の（様式１）によって申

込日より該当年度末まで本規程が適用される。 

 

  第４章  加 入 金 

第５条 （１）加入金の年額は１人 50円とし申込と同時に納入する。 

（２）年度途中の申込については１人 50円とし、申込と同時に納入する。 

（３）加入金は返金しない。 

 

  第５章  見 舞 金 

第６条 会員の負傷、疾病、死亡のうち次の条件を備えているものに対して見舞 

金を支払う。 

（１）当協会の管理下で起こったもの。 

（２）負傷、疾病の場合、5日以上の治療を要するもの。 

（３）上記以外にあっては当協会会長、副会長、理事長に諮り認めたもの。 

 

  第６章  見 舞 金 額 

第７条 負傷、疾病に対する見舞金の額は次のとおりとする。 

（１） 通院回数が３回以上５回以内を要するもの。     5,000円 

（２） 通院回数が６回以上１０回以内を要するもの。   10,000円 

（３） 通院回数が１１回以上１５回以内を要するもの。  20,000円 

（４） 通院回数が１６回以上２０回以内を要するもの。   30,000円 

（５） 通院回数が２１回以上を要するもの。       50,000円 

第８条 死亡見舞金の額については 300,000円とする。 

 



  第７章  請  求 

第９条 負傷者は傷害発生後すみやかに大府市スポーツ協会傷害見舞金請求書（様式 

２）にその傷害の程度を証明する医師の証明書を添付し、当協会に提出し、

見舞金を請求する。 

 

   第８章  支  払 

第 10条 提出された傷害報告書を審査し、請求者に見舞金を支払う。 

 

   第９章 会  計 

第 11条 この規程の会計は特別会計とし、独立採算制とする。 

第 12条 この規程の経費は掛金、補助金、寄付金その他の収入をもってあてる。 

第 13条 この規程の会計年度は毎年 4月 1日より翌年 3月 31日までとする。 

第 14条 この会計は当協会監事の監査を受けなければならない。 

第 15条 傷害見舞金支払い状況は、当該年度最終の理事会に報告する 

 

  第１０章 規程の変更 

第 16条 この規程は当協会理事会において、3分の 2以上の同意を得て変更す 

ることができる。 

 

     第 11 章   委  任 

第 17 条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は会長が別に定める。 

 

   附  則 

   この規程は昭和４４年１０月２７日から施行する。 

     昭和４７年３月２７日一部改正 

   昭和４９年５月 ８日一部改正 

   昭和５１年４月 １日一部改正 

昭和５３年３月２９日一部改正 

   昭和５７年４月２２日一部改正 

   昭和６３年４月 １日一部改正 

   平成１６年３月 ５日一部改正 

 平成２４年４月２２日一部改正 

     平成３１年４月 １日一部改正 

令和 ７年４月１４日一部改正 


